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（1）制度の概要

国
（経済産業大臣及び

事業分野別の主務大臣）

申請 認定

社 外 高 度 人 材 活 用
新事業分野開拓計画

新規中小企業者等

【支援措置】
➢ 社外の高度人材に付与するストックオプションにかかる

課税を権利行使時から譲渡時まで繰り延べる等、税

制面から支援（※）

※ただし、本計画の認定以外に、租税特別措置法等

の関係法令の各要件等を満たす必要があります。

➢ 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

（融資・信用保証等）

※ただし、本計画の認定以外に、それぞれの金融支援

ごとに定められる要件も満たす必要があります。

「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」は、新規中小企業者等が社外高度人
材の支援を受けて新事業分野を開拓する計画であり、認定された事業者は、税制
や金融の支援を受けることができます。

※ 認定を受けた社外高度人材活用新事業分野開拓計画の社外高度人材に対して、税制適格ス
トックオプションを付与した場合には、①株式譲渡時までの課税の繰延べ、
②株式譲渡時の税率優遇が受けられる。



４．社外高度人材活用新事業分野開拓計画の開始、実行

社外高度人材を活用し、新事業分野開拓のための取組を実行。
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（２）制度活用の流れ

１．制度の利用を検討／事前確認

①申請者の範囲を確認
（新規中小企業者等であること、ＶＣ等から出資を受けていること等）

②契約する社外高度人材の要件を確認
（国家資格を有すること等）

２．社外高度人材活用新事業分野開拓計画の策定

下記の事項を申請書に記載。契約する社外高度人材１名につき１つの計画を
策定。

①会社の概要

②社外高度人材活用新事業分野開拓の内容及び目標

③社外高度人材新事業分野開拓において活用する社外高度人材の有する知識
又は技能の内容及びその活用の態様

④当該社外高度人材にその有する知識又は技能の提供に対する報酬として新
株予約権を与える場合にあっては、当該報酬の内容

⑤社外高度人材活用新事業分野開拓を実施するために必要な資金の額及びそ
の調達方法

３．社外高度人材活用新事業分野開拓計画の申請・認定

①経済産業大臣及び事業を所管する大臣に計画申請書（必要書類を添付）を
提出。

②認定を受けた場合、経済産業大臣及び事業を所管する大臣から計画認定書
と計画申請書の写しが交付されます。（申請から認定まで約４５日かかります。）
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（３）申請者の範囲

申請者は、ア．新規中小企業者等に該当し、イ．VC等出資要件を満たす必要が
あります。
ア．新規中小企業者等
（法第2条第１項～第４項、第8項、中小企業等経営強化法施行令第2条第2
項・第4項、中小企業等経営強化法施行規則（以下「施行規則」）第２条）

申請者は、以下①新規中小企業者等の要件に該当するものであること。
（課税の特例の適用を受けようとする場合はさらに株式会社であること。）

①新規中小企業者等の要件

②「中小企業者」とは

③「中小企業者等」とは
資本金額10億円以下又は常時使用する従業員数が2000人以下を満たす、

a. 個人事業主 又は
b. 会社（会社法上の会社（有限会社を含む。）及び士業法人）

※a.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、b.会社の場合は法人設
立登記がされていることが必要です。 3

設立年数 要件
設立から５年未
満の申請者

「中小企業者等」に該当すること

設立から５年以
上10年未満の申
請者

・前年又は前事業年度において試験研究費等の割合が収
入金額の５％を超える「中小企業者」 又は
・ソフトウェアの開発、情報ネットワークの構築その
他これらに類する業務（※）に従事する常勤従業員の
割合が、全常勤従業員のうち２％を超える「中小企業
者等」
※情報処理サービス業（他人の需要に応じてする情報処理の事
業）、ソフトウェア業（他人の需要に応じてするプログラム作成
の事業）その他これらに類する事業に関する専門的な業務又は事
業者の生産性の向上を図るために行うもの

業種 資本金 従業員数

製造業 ３億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

サービス業 5000万円以下 100人以下

小売業 5000万円以下 50人以下

ゴム製品製造業（※）
※自動車又は航空機用タイヤ及
びチューブ製造業並びに工業用
ベルト製造業を除く。

3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は情報
処理サービス業

3億円以下 300人以下

旅館業 5000万円以下 200人以下
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イ．VC等出資要件
（法第2条第8項、施行規則第３条）

申請者は、以下のア～キのいずれかであって、かつ下記（１）又は（２）を満
たすＶＣ等から投資及び指導を受けている者であること。
ア．組合（民法第667条第１項）
イ．匿名組合（商法第535条）
ウ．投資事業有限責任組合
エ．有限責任事業組合
オ．外国に所在するア～エに類似する団体
カ．株式会社
キ．合同会社
（１）新事業活動に対する資金供給その他の支援を行う者

  （２）新事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する
資金供給その他の支援を行う者

※ＶＣ等は、例えば以下を想定している。
①ベンチャーキャピタル（ファンド）であって適格機関投資家等特例業
務の届出を行っている者
参考：金融庁ＨP（https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/tokurei.html）

②上場会社であってベンチャー投資を行っている者

（３）申請者の範囲

上記要件に加え、申請者は課税の特例を受ける場合、下記要件を満たす必
要があります。

・大規模法人グループに所属する会社でないこと

・上場企業でないこと

・風俗営業を行っていないこと

・暴力団による支配を受けていないこと

（社外高度人材活用新事業分野開拓に関する命令（以下「主務省令」）第５

条第１号～第４号）
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（４）社外高度人材の範囲

①国家資格を有する者
確認書類 ：国家資格の合格証明書(写)等

※ 国家資格とは、資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務
若しくは行為を行い、又は当該資格に係る名称を使用することができないこととされて
いるものをいう。

②博士の学位を有する者
確認書類：修了証明書又は学位取得証明書等

③高度専門職の在留資格をもって在留している者
確認書類：在留資格認定証明書又は在留カード(写)等

※ 高度専門職の在留資格とは、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の上欄に記載
のものをいう。

④学校教育法による大学の教授又は准教授の職にある者
確認書類：
①大学発行の証明書 又は
②大学の教授又は准教授の職にあることを証するホームページの該当部分を印刷した資
料及び当該ホームページのURLを記載した文書 

⑤上場会社又は一定の非上場会社の役員（取締役、会計参与、監査役、執行役）
又は重要な使用人（執行役員等）として１年以上の実務経験がある者

確認書類：
①登記事項証明書（役員欄が確認できるもの）、有価証券届出書（役員又は重要な使用
人欄が確認できるもの） 、有価証券報告書（役員又は重要な使用人欄が確認できるも
の） 、辞令、会社発行の在籍証明書、役員又は重要な使用人であることを証するホーム
ページの該当部分を印刷した資料及び当該ホームページのURLを記載した文書、役員又
は重要な使用人であることを証する書類(様式自由)等のいずれか
②実務経験の内容及び期間を記載した書類(様式自由) 及び
③（一定の非上場会社の場合）投資及び指導を受けているVC等の名称を記載した書類
（様式自由）

※ 一定の非上場会社とは、上場会社でない会社のうち、VC等から投資及び指導を受ける
会社に限ります。VC等とはP.4に記載するVC等を指します。

※ 重要な使用人とは、会社法第３６２条第４項第３号又は会社法第３９９条の１３第４項
第３号に規定する重要な使用人を指します。

社外高度人材とは、以下①～⑨のいずれかに該当する者です。それぞれ下記に記
載した確認書類を提出してください。１つの計画で活用できる社外高度人材は1
人のみです。当該社外人材の活用方法は業務委託契約を締結して活用する場合に
限ります（雇用は不可）。

（法第2条第8項、施行規則第４条）
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（４）社外高度人材の範囲

⑥将来において成長発展が期待される分野の、先端的な人材育成事業に選定され、
従事していた者

確認書類：
①修了証明書等 又は
②当該人材育成事業に選定され従事していたことを証するホームページの該当部分
   を印刷した資料及び当該ホームページのURLを記載した文書

※ 国又は国から委託を受けた機関が実施する事業に限る
例）未踏事業（https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/portal_index.html）

異能（Inno）vation（https://www.inno.go.jp/about/）
NEDO Entrepreneurs Program（https://nep.nedo.go.jp/）
NEDO Technology Startup Supporters Academy

（https://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100409.html）  

⑦社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始する日から遡った10年間に、日
本の公私の機関で製品又は役務の開発に２年以上従事し、かつ以下のいずれか
に該当する者（エンジニア等のプロダクト開発従事者）

確認書類：
開発した製品又は役務の内容及び開発に従事した期間を記載した書類(様式自由)

ア．以下の要件を満たし、上場企業※１で製品又は役務の開発に従事した場合
従業員又は外部協力者であって、開発した製品又は役務の売上高が、開発に従事
していた期間の開始時点に対し終了時点で全事業の売上高の１％未満から１％以
上まで増加したこと

イ．以下の要件のいずれかを満たし、上場企業以外※２で製品又は役務の開発に従事し
た場合

(１) 従業員であって、製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し終
了時点で、所属していた機関の全事業の売上高が100％以上増加し、かつ、開
発に従事していた期間の終了時点の、全事業の売上高が20億円以上であるこ
と

(２) 従業員又は外部協力者であって、開発した製品又は役務の売上高が、開発に従
事していた期間の開始時点に対し終了時点で100％以上増加し、かつ、開発に
従事していた期間の終了時点の、当該製品又は役務の売上高が２億円以上であ
ること

(３) 従業員であって、製品又は役務の開発に従事していた期間の開始時点に対し終
了時点で、所属していた機関の全事業の試験研究費等※３が40％以上増加し、
かつ、開発に従事していた期間の終了時点の、全事業の試験研究費等が2500
万円以上であること

(４) 従業員又は外部協力者であって、開発した製品又は役務の試験研究費等が、開
発に従事していた期間の開始時点に対し終了時点で40％以上増加し、かつ、
開発に従事していた期間の終了時点の、当該製品又は役務の試験研究費等が
250万円以上であること

（法第2条第8項、施行規則第４条）



１．計画の概要

7

（４）社外高度人材の範囲

⑦社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始する日から遡った10年間に、日
本の公私の機関で製品又は役務の開発に２年以上従事し、かつ以下のいずれか
に該当する者（エンジニア等のプロダクト開発従事者）（続）

※１ 社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始する日から遡って10年間において継
続して上場企業である場合

※２ 社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始する日から遡って10年間において継
続して上場企業でない場合

※３ 試験研究費等とは、以下の試験研究費とその他の費用のことをいう。
①試験研究費：新たな製品の製造又は、新たな技術の発明にかかる試験研究のための特
別に支出する費用。
【具体例】
研究者の人件費、試験・研究のための原材料費、試験研究にかかる調査費等経費、外
部への試験研究の委託費

②その他の費用：新たな技術、若しくは新たな経営組織の採用、技術の改良、市場の開
拓又は新たな事業の開始のための特別に支出する費用。
【具体例】
技術の採用にかかる費用(技術導入費、特許権の使用、マニュアル使用料等、経営組織
の採用にかかる費用(販売提携や代理店採用にかかる企画担当者の人件費、会議費、調
査費等)、技術の改良にかかる費用
(製品化に向けての研究者人件費や原材料費、マニュアル作成のための費用等)、市場
の開拓等にかかる費用(新製品PRのための広告宣伝費・市場調査費・展示会開催費、
PRグッズの制作費や広報パンフレットの作成費等)

⑧社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始する日から遡った10年間に、上
場会社以外の日本の公私の機関で製品又は役務の販売又は提供に２年以上従事
し、かつ以下のいずれかに該当する者（営業活動従事者等）

確認書類：販売・提供した製品又は役務の内容及び製品又は役務の販売又は提供に従事
した期間を記載した書類(様式自由)

(１) 従業員であって、製品又は役務の販売又は提供に従事していた期間の開
始時点に対し終了時点で、所属していた期間の全事業の売上高が100％
以上増加し、かつ、製品又は役務の販売又は提供に従事していた期間の
終了時点の、全事業の売上高が20億円以上であること

(２) 従業員又は外部協力者であって、販売又は提供した製品又は役務の売上
高が、製品又は役務の販売又は提供に従事していた期間の開始時点に対
し終了時点で100％以上増加し、かつ、販売又は提供に従事していた期
間の終了時点の、当該製品又は役務の売上高が２億円以上であること

（法第2条第8項、施行規則第４条）
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（４）社外高度人材の範囲

⑨社外高度人材活用新事業分野開拓計画を開始する日から遡った10年間に、上
場会社以外の日本の公私の機関で資金調達に２年以上従事し、かつ以下に該当
する者（資金調達活動の従事者）

確認書類：
従事した資金調達活動の内容及び資金調達に従事した期間を記載した書類(様式自由) 

従業員又は外部協力者であって、資金調達に従事していた期間の開始時点に対
し終了時点で、資本金等の額※が100％以上増加し、かつ、資金調達に従事し
ていた期間の終了時点の資本金等の額が1000万円以上であること

※ 資本金等の額には資本金の他、減資により資本剰余金に振り替えた金額も含まれます。
詳しくは法人税法第2条第16号をご参照ください。

（法第2条第8項、施行規則第４条）

＜参考・令和6年度税制改正による改正内容＞
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➢ 申請様式類は以下のURLからダウンロードできます。
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stockoption.html

社外高度人材活用新事業分野開拓計画の申請書の入手方法

様式第一 

 

社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

主務大臣名 殿 

 

                         住    所 

                         氏名又は名称及び 

                         代表者の氏名            

 

 

 中小企業等経営強化法（平成 11年法律第 18号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基

づき、別紙の計画について認定を受けたいので申請します。 

 

 

（備考） 

 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

 

（記載要領） 

 申請者は、以下の要領に従って、社外高度人材活用新事業分野開拓計画の必要事項を記載し、

法第８条第３項各号に掲げる認定要件を満たすことを示すこと。 

 

１ 名称等 

  正確に記載すること。 

ただし、法人番号については、個人事業主等で法人番号が指定されていない者は、記載不

要とする。 

＜宛名＞は、①経済産業大臣のみ又は②経済産業大臣及び社外高度人材活用

新事業分野開拓計画の事業分野（業種）を所管する大臣の連名となります。 

ただし、各大臣が権限を委任している場合、地方支分部局の長が宛名になり

ます。経済産業大臣の権限は地方経済産業局長に委任されているため、申請

者の主たる事務所の所在地を管轄する地方経済産業局長を宛名としてくださ

い。 

なお、官職名が記載されていれば、氏名は省略しても差し支えありません。 

認定申請書の提出の際に、（備考）

及び（記載要領）は必要ありませ

ん。 

認定申請書の提出の際に、（備考）

及び（記載要領）は必要ありませ

ん。 



２．手続き方法
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２．手続き方法
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２．手続き方法
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２．手続き方法

申請先

申請方法

申請方法は、上記の窓口へご相談の上、持参・郵送・メール送付等所定の方法に
て提出してください。
申請書に不備がなければ、受理から概ね45日以内に認定されます。

社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務
所の所在地を管轄する経済産業局長（最終ページ参照）

①申請書（様式第一及び別紙）

②社外高度人材に対する業務委託契約書の写し
（申請時に契約が未締結の場合、申請後、計画開始前に締結する予定の契約書案の写し）

③社外高度人材が要件（P.5～8を参照）に該当することを証する書類

④社外高度人材が計画内容に異議がない旨の誓約書（課税の特例を受ける場合）

⑤社外高度人材に係る以下のア又はイの書類（課税の特例を受ける場合）
ア．住民票（写）、住民票記載事項証明書

※ 氏名、生年月日及び住所が記載されたもの

イ．アの書類に記載された氏名、生年月日及び住所が記載された下記のいずれか
の書類
運転免許証（写）、運転経歴証明書の写（交付年月日が平成24年４月１日
以降のものに限る。）、旅券（写）、身体障害者手帳（写）、精神障害者保
健福祉手帳（写）、療育手帳（写）、在留カード（写）、特別永住者証明書
（写）、個人番号カードの写（氏名、生年月日及び住所の記載がある「表
面」のみの写）
※ なお、住所が記入されていない旅券は申請書類として使用できません。
※ ⑤の書類としてイの書類を用いる場合は、電子メールによる申請が可能です。

⑥チェックシート

申請書類

（２）計画の認定申請

様式の入手方法：申請書（上記①）、誓約書（④）及びチェックシート（⑥）

➢ 様式は以下のURLからダウンロードできます。
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stockoption.html

（主務省令第1条）

認定の申請の際は下記①～⑥の書類を提出してください。



①変更申請書（様式第二）
②社外高度人材活用新事業分野開拓計画（変更後）
（認定を受けた社外高度人材活用新事業分野開拓計画の様式第一の別紙を修正する形で作成ください。変
更・追記部分については変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。計画変更により新たに課
税の特例を受けようとする場合は課税の特例を受けるために記入が必要な各記入欄に追記ください。）

③認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る実施状況報告書
（主務省令第2条第2項第1号に基づく書類）

④認定書の写し 及び
 （令和6年3月31日以前に認定された計画については）社外高度人材の氏名が分かる書類
※⑦の書類を提出する場合は、⑦の書類で足ります。

⑤社外高度人材に対する業務委託契約書の写し
（申請時に契約が未締結の場合、計画期間内に締結する予定の契約書案の写し）

⑥社外高度人材が要件（P.5～8を参照）に該当することを証する書類
⑦社外高度人材に係る以下のア又はイの書類
   ア．住民票(写)又は住民票記載事項証明書 ※氏名、生年月日及び住所が記載されたもの

イ．アの書類に記載された氏名、生年月日及び住所が記載されている下記
   いずれかの書類
運転免許証（写）、運転経歴証明書の写（交付年月日が平成24年4月1日以降のものに
限る。）、旅券（写）、身体障害者手帳（写）、精神障害者保健福祉手帳（写）、療育
手帳（写）、在留カード（写）、特別永住者証明書（写）、個人番号カードの写（氏名、
生年月日及び住所の記載がある「表面」のみの写）
※住所が記入されていない旅券は申請書類として使用できません。
※⑦の書類としてイの書類を用いる場合は、電子メールによる申請が可能です。

⑧社外高度人材が計画内容に異議がない旨の誓約書
⑨チェックシート

※⑦及び⑧は変更に伴い新たに課税の特例を受ける場合に提出してください（既に課税の特例を受け
ている場合は不要です。）

申請書類

２．手続き方法

➢ 認定を受けた新規中小企業者等は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を
変更しようとするときは、その認定をした主務大臣の変更認定を受けなければなりません。
（計画の変更認定の対象となるのは、新株予約権について課税の特例を受けていない計画に
ついて、新たに課税の特例を受けようとする場合等）

➢ なお、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、法第8条第3項の認定基準に照ら
し、認定を受けた社外高度人材活用新事業分野開拓計画の趣旨を変えないような軽微な変更
をする時は、変更申請は不要です。

➢ 新事業の内容の実質的な変更、社外高度人材の役務提供の内容の実質的な変更、社外高度人
材の変更・追加等は、変更認定の対象外です。

➢ 令和6年４月1日施行の税制改正前に認定を受けた案件の変更認定の申請には、変更後も税
制改正前の様式を使用してください。

様式：申請書（上記①）、様式第一の別紙（②）、実施状況報告書（③）、誓約書（⑧）及び
チェックシート（⑨）

➢ 様式は以下のURLからダウンロードできます。
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stockoption.html 14

（３）計画の変更認定の申請

※申請方法及び申請先は前ページ（２）
の計画の認定申請と同様

（主務省令第２条）

変更認定の申請の際は下記①～⑨の書類を提出してください。



２．手続き方法

課税の特例の適用を受ける計画認定又は計画変更認定を受けた新規中小企
業者等は、下記①～③の報告を、それぞれ下記に定められた時期に必ず
行ってください。重要な報告です。

本報告に用いる様式は別途経済産業省ＨＰに掲載する（「社外高度人材活用新事業分野
開拓計画に係る課税の特例に関する報告書」）を使用し、原本1通を、新規中小企業者
等の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長（最終ページ参照）に対し提出して
ください。
なお、③のア～ウのいずれかの報告を行った場合、以降①～③の報告は不要とします。

①提出された社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定申請書（以下「申請書」
という。）で定める「活用期間」において引き続き日本国内のみで社外高度人材の活
用を行っていることを、当該活用期間中の各事業年度終了後３月以内に主務大臣に対
し報告すること。

②申請書で定める「計画期間」において、社外高度人材が引き続き日本国内の居住者
（所得税法（昭和40年法律第33号）第２条第１項第３号に規定する居住者をい
う。）であることを、当該計画期間中の各事業年度終了後３月以内に主務大臣に対し
報告すること。

③以下の場合、都度その旨を報告すること
ア 社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って付与される法第13条の新株予約権

   の権利行使期間が終了した場合
イ 当該新株予約権が全て行使された場合又は消滅した場合
ウ 社外高度人材が国外転出（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第29条の２

   第１項第７号に規定する国外転出をいう。）を行った場合

（４）認定後の手続き

15



①課税の特例の適用を受けようとする場合、認定された計画に従って付与する新株予約
権の行使は、必ず社外高度人材による貢献業務終了後に行われることとします。貢献
業務終了前に当該新株予約権の行使がされないようにしてください。（社外高度人材
活用新事業分野開拓に関する命令第５条第８号の解釈） なお、「貢献業務」とは、認
定された計画で定める新事業活動に資する業務を実質的に行うことを言います。

②課税の特例の適用を受けようとする場合、社外高度人材は、計画の開始の日から、認
定された計画に従って付与される新株予約権の全ての権利行使の日までの期間におい
ては、計画に関する貢献業務を引き続き日本国内のみで行いかつ当該期間において引
き続き日本国内の居住者（所得税法（昭和40年法律第33号）第２条第１項第３号に
規定する居住者をいう。）でなければなりません。

③課税の特例の適用を受けようとする場合は、本計画の認定を受けること以外に租税特
別措置法等の関係法令の要件を満たす必要があります。※次に掲げる例以外にも複数
の要件がありますので、ご確認ください。

例）〇新株予約権の付与決議に基づき株式会社と特定従事者との間に締結された新株
予約権に係る契約に下記の要件等が定められていること。
(租税特別措置法第29条の２第１項）

・権利行使は、付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年
を経過する日までの間に行わなければならない

・権利行使価額の年間の合計額は1200万円を超えない 等

〇付与決議に基づく契約により特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社は、
特定新株予約権の付与に関する調書をその付与をした日の属する年の翌年１月
３１日までに税務署長に提出すること。 （租税特別措置法第29条の２第６項）

④金融支援を受けようとする場合は、本計画の認定を受けること以外に金融支援措置ご
とに定められる要件を満たす必要があります。

２．手続き方法
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（ 5 ）注意事項
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Ｑ１：計画申請から認定までどのくらいの期間がかかりますか。
Ａ：標準処理期間は45日です。申請書に不備がある場合は、各事業所管大

臣からの照会や申請の差戻しが発生し、手続時間が長期化する場合があ
ります。必ず余裕を持った申請をお願いします。

Q２：申請のタイミングはいつにすればいいでしょうか。
Ａ：ストックオプションの課税の特例は、申請した計画に則ってストックオ

プションを付与した場合に限り適用されますので、その付与の契約の前
には申請をした上で、計画認定を受ける必要があります。

Ｑ３：計画期間の開始日は計画認定の日より前とすることはできますか。
Ａ：できません。計画期間の開始日は計画認定の日以降となるように記載す

る必要があります。もし、申請書に記載の計画開始日より後に計画認定
がされた場合は、計画期間の開始日は計画認定の日とみなされます。

Q4：業務委託契約の期間については、何か決まりはありますか。
Ａ：業務委託契約の開始日は、計画期間の開始日と同日かそれ以前である

必要があります。また、業務委託契約の開始日は、社外高度人材活用新
事業分野開拓計画に従って社外高度人材に付与される新株予約権の付与
決議日及び付与日より前であることが必要です。付与決議日及び付与日
は申請書に記載頂くものではございませんが、この点ご確認頂いたうえ
で申請してください。

Ｑ５：１つの申請で活用できる社外高度人材は何名までですか。    
Ａ：１名のみとなります。ストックオプションを付与する方１名につき、１

つの計画を出してください。例えば、１つのプロジェクトで活用する人
材が複数名いる場合は、それぞれの方について、税制適格の対象とする
ことは可能ですが、１名ずつ申請を行ってください。

Ｑ６：認定された計画で活用する社外高度人材を追加したいのですが、どう
すればいいですか。 

Ａ：１計画につき、社外高度人材は１名のみの認定となります。
そのため、計画で活用する社外高度人材を増やしたい場合は、既存の認
定計画とは別に新たな計画を申請してください。

Ｑ７：社外高度人材と結ぶ契約は、無報酬の契約でも可能ですか。
Ａ：無報酬の契約でも問題ありません。基本方針では、下記のとおり定めら

れており、雇用以外という要件しか存在しないためです。 

※中小企業等の経営強化に関する基本方針 第2・2・三
社外高度人材の活用方法は、雇用（民法（明治29年法律第89号）第623条に規定する雇用をいう。）
以外の契約方法であって、当該新規中小企業者等と当該社外高度人材の間の契約に基づくものとする。

３．よくあるご質問（随時更新予定）
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Ｑ８：認定された計画で活用する社外高度人材を変更したいのですが、どう
すればいいですか。

Ａ：計画の変更認定の対象外となりますので、一旦、既存の認定計画につい
て、主務大臣による認定取消しを行ったうえで、改めて新規の計画を作
成し認定を受けてください。

Ｑ９：計画変更申請手続き中の既存計画の効力はどうなるでしょうか。 
Ａ：変更手続中も、既存の認定計画が計画通り実施されている場合には、既

存の認定計画の効力は継続します。

Q10：認定の取消しが必要な場合はありますか。
Ａ：次のような場合は、認定要件を満たさない状態となりますので、認定取

消しとなります。取消手続については、Q11をご覧ください。
例：認定を受けた会社の解散や事業の中止があった場合。

社外高度人材へ新株予約権を付与しないこととなった場合。
社外高度人材が認定を受けた活用期間内に要件を満たさない状態と
なった場合（当該事業から外れ独立する、活用期間内に申請会社と
雇用関係となる等）。

Ｑ11：社外高度人材が計画内容に貢献してくれない場合、認定の取消しはで
きますか。

Ａ：主務大臣は、認定した社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って事
業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができま
す。社外高度人材が計画の実施に貢献することは、認定の要件ですので、
貢献しない場合、認定は取消しとなります。
また、原則、認定の取消しは不利益処分にあたるので行政手続法に則

り聴聞手続きを踏んで取消しを行う必要がありますが、例外的に認定の
取消事由にあたる旨の届出があった等行政手続法第２条第４号ただし書
ハ、ニ ※に該当するような場合には不利益処分にあたらないので、聴聞
手続を省略可能となります。この場合、別途経済産業省ＨＰに掲載する
「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に係る認定取消しについ
て」を使用し、原本1通を、申請をした窓口にご提出ください。また、こ
の際、取消しを希望する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の写
しを添付してください。

※行政手続法第２条第４号ただし書
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出

があったことを理由としてされるもの

３．よくあるご質問（随時更新予定）
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４．ホームページ・問い合わせ先

＜ホームページ＞
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stockoption.html

＜問い合わせ先＞

○制度利用申請のご相談について
制度利用の申請をされる際は、申請者の主たる事務所の所在地を
管轄する地方経済産業局にお問い合わせください。

○制度全般について
経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室
TEL：０３－３５０１－１５６９

問い合わせ先
メールアドレス・
電話番号

所在地

北海道経済産業局 経営支援課
bzl-hok-
sogyo@meti.go.jp
011-756-6718

〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目
札幌第1合同庁舎5階

東北経済産業局 産業技術革新課
bzl-thk-
sougyo@meti.go.jp
022-221-4882

〒980-8403
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟3階

関東経済産業局 産業技術革新課
（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、
神奈川、新潟、山梨、長野、静岡）

bzl-kanto-
so@meti.go.jp
048-600-0422

〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館10階

中部経済産業局 イノベーション推進課
（愛知、岐阜、三重、富山、石川）

bzl-chb-
innovation@meti.go.jp
052ー951ー2774

〒460-8510
愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
総合庁舎4階

近畿経済産業局 創業•経営支援課
（福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、
和歌山）

bzl-kin-
incubation@meti.go.jp
06-6966-6014

〒540-8535
大阪府大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎1号館3階

中国経済産業局 経営支援課新事業支援室

bzl-chugoku-
shinjigyosien01@meti.
go.jp
082-224-5658

〒730-8531
広島県広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎2号館3階

四国経済産業局 新事業推進課
bzl-shikoku-
sougyou@meti.go.jp
087-811-8517

〒760-8512
香川県高松市サンポート3-33
高松サンポート合同庁舎北館7階

九州経済産業局
産業技術革新課
新事業創造推進室

bzl-jstartup-
kyushu@meti.go.jp
092-482-5439

〒812-8546
福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館6階

沖縄総合事務局 経済産業部地域経済課
bzl-oki-
sogyo@meti.go.jp
098-866-1730

〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館9階

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stockoption.html
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